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１．問題の所在

　てんかんのある人は日本におよそ100万人いると推
定されており，決して稀な疾患ではない。また近年の
医療の進歩に伴う様々な抗てんかん薬の登場や脳外科
手術の適応などによって，約 7-8 割の人がてんかん
をコントロールすることができるとされている（ 河野
2006 1），池田2014 2），中里2015 3）など）。
　しかし，てんかんは古来より差別の対象とされてお
り「てんかんは神聖病である」 （河野2006）1）という考
えや，「身体的・精神的な発作症状が，『霊がとりつい
た』状態と考える間違った偏見 」（RoBert.S Rust Jr.）4）

が広く容認されてきた。その後，葛藤の歴史を繰り返
し （池田2014）2），現在でも，決して「『てんかん』と
いう病気は正しく理解されていない」 （田中2007）5）状
況にある。とりわけてんかんのある人の就労の課題
は，一般就労が 4割にとどまり，作業所・デイケアが
3割，自宅で過ごすものが 1割台半ばいること （鶴井
2008）6）からわかるように深刻である。
　てんかんのある人に対する雇用施策としては，
1993年11月に「心身障害者対策基本法」（現障害者基
本法）の一部を改正する法律案に対する付帯決議にお
いて，てんかんのある人も「法律の障害者の範囲に含
まれるもの」と認められ，1995年の精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律の施行に伴い精神保健福祉
手帳の交付が始まった。また，障害者権利条約の批准
に向けた法整備の一環として，2013年 6 月「障害を
理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆ
る「障害者差別解消法」）が制定，また「障害者の雇

用の促進等に関する法律」が改正された。その結果，
2017年より障害者に対する差別の禁止，合理的配慮
の提供が義務づけられ，さらに2018年より精神障害
者を法定雇用率の算定基礎に加えることとなった。
「今後精神障害者保健福祉手帳を取得して，精神障害
者として企業で働く人が一層増えていくことが予想さ
れる。」 （中田2015）7）

　てんかんのある人の職業生活上の困難に関する先行
研究としては， 八木（1986）8）がその雇用上の困難を
（1）医療依存性が強い（2）作業能力の問題（3）生活
の自己管理が困難（独立心の問題）（4）対人関係の未
熟性（5）重複障害（身体・精神症状）（6）障害受容
の困難さ（7）家族内葛藤（8）職業の制限（9）治療
の問題（10）援助体制の不備（11）社会の偏見の11
項目にまとめており，その困難は発作症状だけにとど
まらず心理社会面にまで及んでいることが指摘されて
いる。一方，てんかんのある人の職業生活上の配慮と
しては「各個人の希望や体調に合わせて，仕事内 容や
勤務時間，休暇制度などを配慮していくのがよい」
「働く本人からも，自分の希望する働き方や配慮を事
業所に伝え，十分に話し合いをすることが重要」 （稲
垣2013）9）などが述べられている（  島田2015 10），佐藤
2017 11）ほか）。厚生労働省の調査 （平成20年度障害
者雇用実態調査）12）においても，精神障害者の雇用上
の配慮としてもっとも多い内容は，「配置転換などの
人事管理面の配慮」や「通院・服薬管理などの医療上
の配慮」，「短時間勤務などの勤務時間の配慮」が上位
を占めている。
　しかし，上述した先行研究や情報誌（波）の患者家
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族による投稿をみれば，就労において「クローズか
オープンかの選択」について取り上げられており，て
んかんのある人は障害者雇用の利用そのものを躊躇し
ている状況がうかがえる。このような点から，てんか
んのある人の置かれている複雑な社会・心理状態を理
解すること，そしてそれに応じた雇用上の配慮などを
検討することは未だ十分ではないと考えられる （依田
2007）13）。したがって，てんかんのある人の語りに着
目し，今後，雇用側に求められる配慮の手掛かりを当
事者の視点から検討する必要性があると考えた。

２．目的

　当事者の語りを手がかりに明らかにする。
　てんかんのある人の雇用の安定・長期化に求められ
る配慮に関して，雇用側に求められる配慮のてがかり
を得ることを目的とする。

３．方法

３．１　調査対象
　東京都内のてんかん当事者会に参加する 6名を調査
対象とした。てんかんのある人の職業生活上の様々な
困難と雇用側に求められる配慮を聞き取るために，当
事者会に参加する人の中から，影響が想定される要因
（精神保健福祉手帳・職業・転職経験の有無）を異に
する 6名を対象とした。
　調査対象者の構成は
　・ 精神保健福祉手帳を持っており，有職かつ転職経

験がある 4名，
　・ 精神保健福祉手帳を持っておらず，無職かつ転職

経験がある 1名，
　・ 精神保健福祉手帳を持っておらず，無職かつ転職

経験がない 1名　である。

３．２　調査方法
　半構造化面接によるヒアリング調査を行った。ヒア
リングの内容は調査対象者の許可を得た上で録音し
た。調査期間は平成28年 8 月から10月であった。な
お，調査対象者のプライバシーに配慮しつつ，リラッ
クスして話せるような場所でヒアリングを行った。

３．３　倫理的配慮
　本研究対象者へは，研究の目的と方法，自由意志に
よる協力と辞退，プライバシーの保護，データ管理の
厳守や本研究以外にデータを使用しない事について文

章と口頭で説明し，承諾を得てからヒアリング調査を
実施した。

３．４　調査内容
　調査内容は，医療に関すること，対象者の個別性に
関すること，てんかんに対する意識に関すること，職
業生活に関することの 4区分である（表 1参照）。

３．５　分析方法
　分析方法は佐藤の質的分析方法 （佐藤：2008）14）を
参考にした。まずヒアリング調査で得られたデータを
基に逐語録を作成した。次に逐語録の内容をまとまり
で区切り，小見出しをつける「オープン・コーディン
グ」を行い，オープンコードを作成した。さらに，
オープンコードを内容ごとにまとめ，小見出しをつけ
る「焦点的コーディング」を行い，焦点コードを作成
した。また，焦点的コードがどのような関係性を持っ
ているかを明らかにするため，焦点的コードが個人因
子，環境因子および相互作用であるかの分類を行った。

３．６　分析の視点
　ヒアリング調査の結果より，職業生活の維持や獲得
の段階において様々な困難が見られた。しかし，これ
らの困難がてんかんだけに原因があるとは言い切れな
い場合があり，したがってどのような因子が影響して
いるのかを分析の視点においた。
　また，インタビュー当時，労働契約のもと就労して
いる対象者については，様々な配慮によって職業生活
の維持を果たす場合もあったが，そのような配慮の獲
得には他にも様々な因子が影響しているのではないか
と考えられた。したがって，どのような因子が影響し
ているのかを分析の視点においた。

表１　調査項目の概要

区分 質問項目

医療に関すること

てんかんの病歴について
てんかんの症状について
服薬・通院について
その他の症状について

対象者の個別性に関すること
育ちの環境と現在の生活について
学歴・キャリアについて
家族について

てんかんの意識に関すること
てんかんの受容について
精神保健福祉手帳の取得について
差別・偏見について

職業生活に関すること

職業生活への影響について
職場で得られている配慮について
働く条件で重視していることについて
今後望む配慮について
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〈視点 1：阻害要因について〉
　どのような因子がてんかんのある人の職業生活を阻
害するのかを明らかにする。
〈視点 2：促進要因について〉
　どのような因子がてんかんのある人の職業生活を促
進するのかを明らかにする。

４．結果

４．１　事例分析
　対象者のプロフィールと結果の概要は表 2のとおり
である。以下，ヒアリング調査によって得られた事例
分析の詳細について，本人の語りを「　」で示し，
（　）は筆者の補足を示す。また，【　】には個人因
子・環境因子の分類を示し，〈　〉には焦点的コード
を示す。

４．１．１　事例分析①　A氏
（男性・50代前半・てんかん発症は30代前半）

〈視点 1：A氏の願いと阻害要因〉
　A氏の語りから『安定した生活を送りたい』と願っ
ていることが明らかになった。そしてこのA氏の願い
を阻む要因として，3つの個人因子と 3つの環境因子
の相互作用として①てんかんによる失職，②間接的な
職業選択の制限③障害者雇用か一般就労かのゆらぎや
考えの固執，という 3点が抽出された。以下A氏の語
りから，各要因の詳細を明らかにしていく。

阻害要因①　てんかんによる失職
　A氏はてんかん発症時，会社に勤めていたが「倒れ
ちゃったもんだから，おしまい，みたいなかんじで」
早々に解雇となった。A氏がてんかんを発症したのは

表２　対象者のプロフィールと結果の概要

対象者 プロフィール

A氏

　50代前半の男性。てんかんは30代前半で発症し, 6年前が最終発作である。精神保健福祉手帳をもち, それ以外の手帳は持っていない。
　発症時は不動産会社に勤めていたが, てんかんの発症を理由に解雇される。その後, 転職を繰り返し, 現在の不動産管理に行き着く。
　てんかん・障害については「てんかん患者は雇用側からすれば大迷惑」「戦力にならない」と語っているように, てんかんの人が働くことに積極的な考
えを持っておらず, その結果, 現在の「雇われずして生活する」スタイルを獲得した。
　A氏には自閉症の妹がおり, 妹の存在もA氏が働くことの難しさにつながっていると考えられる。また, A氏自身もパニック障害, LD傾向があると述
べている。

結果の概要

職業生活の阻害要因
因子

個人因子 環境因子
阻害要因①てんかんによる失職

発作
差別・偏見

阻害要因②間接的な職業選択の制限
運転免許証の失効
運転免許証の身分証明としての価値喪失

阻害要因③障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考
えの固執

てんかんに対するマイナスな考え
差別・偏見

障害の烙印・スティグマ

対象者 プロフィール

B氏

　30代前半の男性。てんかんは20代後半で発症。発作は1週間に1回あり。薬物療法だけでなく迷走神経刺激療法（VNS）もおこなっている。脳炎の後遺症
によるてんかんであり, てんかん以外に高次脳機能障害も併せ持つため, 記憶の困難さがある。精神保健福祉手帳をもち, それ以外の手帳は持っていない。
　大学院を卒業後, 高い専門性を活かし研究職に就くが脳炎にかかり復職が難しくなった。現在は, 父親が経営する会社で積極的に周囲に自分のてんかん
について開示・説明した上で配慮を得ながら, 語学を活かし働いている。
　てんかん・障害について「（自分は）健康な人と障害者だったら, 障害者の方に偏っている」と語っているように, 自分の病状を認識し, ある程度の受
容ができている。

結果の概要

職業生活の阻害要因
因子

個人因子 環境因子

阻害要因①てんかんに対する無理解・誤解

発作

てんかんの病態の理解しづらさ
発作の不安
発作の不安による生活の制限
発作による受傷・恐怖・失敗経験

阻害要因②能力が活かせない
記憶等の困難 てんかんの病態の理解しづらさ
劣等感 障害特性に応じた仕事内容の提供困難

阻害要因③周囲の視線・本音が気になる ※

職業生活の促進要因
因子

個人因子 環境因子
促進要因①障害に応じた仕事内容の変更 性格 上司の受容的態度

促進要因②周囲の理解
本人のてんかんの受容

父親の社会的地位
配慮を求める意思表示と自己開示

促進要因③良好な対人関係
配慮を求める意思表示と自己開示

上司の受容的態度
性格
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対象者 プロフィール

C氏

　40代後半の女性。てんかんは10代後半で発症。発作は「前兆で終わる一瞬発作と, 前兆と共に飲みこまれて意識がなくなってどこにいるの, からはじ
まる」という複雑部分発作で月に4回くらい症状がある。てんかん以外に, 精神症状（抑うつなど）に悩まされた経験がある。精神保健福祉手帳をもち,
それ以外の手帳は持っていない。
　短大を卒業後, 事務の仕事に病名未告知で就く。職場で発作が出るが, 当時の上司（現在の夫）が理解を示し解雇にはならなかった。結婚して会社を辞
め, 現在は子育てもする一方で, 放課後こどもクラブのアルバイトを病名未告知で7年間している。
　てんかん・障害については,「障害者枠か普通（一般就労）の方で働けるのか」と語っていることから, フルタイムで働きたいという願いに対して, 自
身のてんかんの状態に不安がある。
　C氏自身は, 当事者会の連絡係を担当するなど, 本人もてんかんのことに強い関心があり, 非常にまじめであるという印象を受ける。

結果の概要

職業生活の阻害要因
因子

個人因子 環境因子

 阻害要因①カミングアウトの不安
発作 てんかんの病態の理解しづらさ
性格 差別・偏見

阻害要因②病名隠匿の手立て ※

阻害要因③病名隠匿の限界による失職
周囲の視線・本音が気にになる てんかんの病態の理解しづらさ
発作

相談相手・理解者の不足
性格

阻害要因④障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考
えの固執

発作の不安
差別・偏見

障害の烙印・スティグマ

職業生活の促進要因
因子

個人因子 環境因子

促進要因①良好な対人関係 性格
上司の受容的態度
休憩・欠勤を受容してくれる環境

対象者 プロフィール

D氏

　20代後半の男性。てんかんは10代前半で発症し現在も部分発作がある。精神保健福祉手帳は本人の希望で持っておらず, 他の手帳の取得もない。
　大学院を卒業後, 大手企業の総合職に病名未告知で就職する。しかし, 病状の悪化により, てんかんが雇用主に知られ, 総合職から一般職への雇用契約
を変えられたことがきっかけとなり, 転職した。再就職先は少人数のマーケティング会社であったが, 企業体質がブラックであったため辞職。その後, 1
度飲食店でアルバイトをしているが現在は再就職先を本格的に検討中である。
　てんかん・障害については「自分みたいな病状の人は（手帳を）取得するべきじゃない」「人がわかってないから仕事に就きづらいとかは, わかりやす
くする仕組みをつくればいい。」と語っているように, 自分のてんかんに対して自分なりの考えがある。

結果の概要

職業生活の阻害要因
因子

個人因子 環境因子

阻害要因①病名隠匿の発覚 発作
病名隠匿せざるを得ない時代背景・事件
医師の就業指導

阻害要因②間接的な職業選択の制限
運転不可能 雇用契約の変更

発作
運転の必要性
勤務形態

阻害要因③障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考
えの固執 

発作

差別・偏見
カミングアウト願望
精神保健福祉手帳の取得に対する抵抗
てんかんと就労に対する自分なりの考え

対象者 プロフィール

E氏

　20代前半の女性。てんかんは5歳頃に発症し, 現在も倒れることはないが, 記憶がなくなってしまう発作が週に1, 2回ある。精神保健福祉手帳はイン
タビュー当時, 取得申請中であり, 他の手帳の取得はない。
　専門学校を卒業後, 一度はTV局の大道具のセットの仕事に就くが, 体調不良と仕事に対する適性が十分ではなかったことが重なって1ヵ月たたずして
解雇となる。現在は自宅で引きこもりがちな生活を送る。
　「自分は障害者としての枠と, 健常者としての枠とどっちでやりたいことを探せばいいのか。」と語るように, 障害者と健常者の間でゆらぎがある。
　また, てんかんであるため「記憶力が悪くなる」ことを訴えており, そのため「正直自分学力低い。勉強できない」と述べる。幼少期からのてんかんは発
達に影響を及ぼすこともあり, きれやすさによる対人関係の弱さや漢字の読み飛ばしが見受けられることから, 知的にもやや遅れが見られる可能性がある。

結果の概要

職業生活の阻害要因
因子

個人因子 環境因子
阻害要因①仕事の内容と本人の適性の不一致 学歴・キャリアの低さ 技術を要する仕事内容

阻害要因②発作をきっかけとした解雇 発作

面接の雰囲気
てんかんの病態の理解しづらさ
上司の拒否的態度
相談相手・理解者の不足
勤務形態

阻害要因③障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考
えの固執

本人のてんかんの受容不足
医師の就業指導

障害者雇用では自己実現不可能

阻害要因④働きたい気持ちを抑制する背景・経
験・事情

自立心の欠如

就労経験の不足

発作
発作による受傷・恐怖・失敗経験
発作の不安
周囲の視線・本音が気になる
就労に対する不安
社交性の欠如

－ 20 －

東 京 学 芸 大 学 紀 要　総合教育科学系Ⅱ　第69集（2018）



ヒアリングから約20年前のことで，現在より【環境
因子】〈差別・偏見〉が強く，【個人因子】〈発作〉を
おこしただけで解雇になるというのは珍しい話ではな
かったと予想される。この体験が，【個人因子】〈てん
かんに対するマイナスな考え〉につながっている。

阻害要因②　間接的な職業選択の制限
　A氏は転職経験に関して「たくさんあります」と答
え，〈てんかんによる失職〉後，「免許証の更新」時に
【個人因子】〈発作〉の抑制が不十分だったために「運
転免許証を取り上げられちゃった」という【環境因
子】〈運転免許証の失効〉があった。「運転免許証がな
くなっちゃうと，僕の年代だと全く信用がなくなっ
ちゃう」という【環境因子】〈運転免許証の身分証明
としての価値喪失〉でもあったことが，仕事を探す際
に苦労し，「辛かった」とA氏は語る。この語りから
は，運転免許証の失効により身分証明ができずに職業
生活上の不利益を被っていたことが読み取れる。さら
にこのような職業生活上の不利益はA氏のてんかんに
対する考え方やその後の働き方に影響を及ぼす。

阻害要因③　 障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考え
の固執

　A氏は「単純に雇用者の側からすれば，大迷惑です
よ。戦力にならないもん」と語っているように，【個
人因子】〈てんかんに対するマイナスな考え〉を持ち，
てんかんのある人が働くことに積極的ではなく，さら
に，A氏は精神保健福祉手帳の取得に対し，「取得し

たらしたで烙印をおされちゃったみたいなかんじに
（なるので）」という【個人因子】〈障害の烙印・ス
ティグマ〉を感じており，手帳の取得に「（迷いは）
ありました」と語る。その迷いの原因について，「表
向き」は「可哀そうだね，大変だねってよいしょして
くれる人もいます。だけど裏に回ると鬼のようなこと
を言ってくる人もいます。」「障害者手帳とってどう
だー（支援してくれ）なんてやってると，虫けら扱い
される状況」になるという【環境因子】〈差別・偏見〉
の存在を指摘する。A氏は手帳を取得しているが烙
印・スティグマを感じ，支援・サービスの利用に積極
的な姿勢ではない。

　このようにA氏の職業生活を阻んだのは，〈てんか
んによる失職〉後，〈間接的な職業選択の制限〉に
よって再就職に苦労し，その経験の中で【個人因子】
〈てんかんに対するマイナスな考え〉を抱き，さらに
【環境因子】〈差別・偏見〉の存在を認識し，精神保健
福祉手帳の取得を【個人因子】〈障害の烙印・スティ
グマ〉と考えるようになったことが影響していると考
えられる。
　そしてA氏の場合，精神保健福祉手帳に関して取得
はしたが，障害者としてのレッテルを貼られることを
恐れ，障害者雇用制度の利用には至らず「雇われずし
て生活する」スタイルに至ったものと考察できる。

４．１．２　事例分析②　B氏
（男性・30代前半・てんかん発症は20代後半）

対象者 プロフィール

F氏

　50代後半の男性。てんかんは10代後半で発症し, 現在は部分発作が稀に起こる程度で発作の抑制が生活の支障がないレベルにまでできている。精神保
健福祉手帳を持ち, それ以外の手帳は持っていない。
　てんかん発症時, 昼間は工場で働き, 夜間に通信課程の大学に通っていたが, 工場は危険と判断し辞職した。通信課程の大学も薬品を扱っていたので危
険と判断し中退した。その後, 自分の強みを活かし経理の専門学校に進み簿記の資格を得た。その後, 1度は病名未告知で就職するが, 会社内で発作が起
き, やめるよう言われ関連会社に移る。10年後, 不況のあおりで解雇となる。現在は障害者雇用制度を利用し, 企業の総務部の中で契約社員としてフル
タイムで8年間働いている。
　てんかん・障害について,「病気の方は受け入れられている。」と語っており, 精神保健福祉手帳を利用した障害者雇用やその他の支援・サービスを積極
的に活用している。

結果の概要

職業生活の阻害要因
因子

個人因子 環境因子

阻害要因①危険と判断し辞職 発作の不安
仕事内容が危険
学問対象が危険

阻害要因②病名隠匿の発覚 発作
差別・偏見
てんかんの病態の理解しづらさ
上司の拒否的態度

阻害要因③障害者雇用の不安定性 より良い労働条件を希望
短い雇用契約
低賃金

職業生活の促進要因
因子

個人因子 環境因子
促進要因①てんかんをオープンにしている働きや
すさ

本人のてんかんの受容 障害者雇用制度の利用

促進要因②周囲の理解 ※
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〈視点1：B氏の願いと阻害要因〉
　B氏の語りから『障害特性に応じた仕事をして能力
を活かしたい』と願っていることが明らかになった。
そしてこのB氏の願いを阻む要因として，6つの個人
因子と 2つの環境因子の相互作用として①てんかんに
対する無理解・誤解，②能力が活かせない，③周囲の
視線・本音が気になる，という 3点が抽出された。以
下B氏の語りから，各要因の詳細を明らかにしていく。

阻害要因①　てんかんに対する無理解・誤解
　B氏は発作が週に 1回あるという【個人因子】〈発
作〉があり，「集中しすぎると発作が起きることがあ
る」という【個人因子】〈発作の不安〉を常に抱え，
そのため「遠出ができない。出張とかは一切できな
い」という【個人因子】〈発作の不安による生活の制
限〉がある。過去には，「（会社で）発作で倒れて，メ
ガネが割れて」怪我をしたという【個人因子】〈発作
による受傷・恐怖・失敗経験〉もあり，B氏の発作に
対する恐れは強い。
　このようなB氏のてんかんとその不安等を理解する
ことは容易ではなく，B氏は「（自分は）一応しゃべ
れるし，パッと見は（障害者と）わからない」ので，
「なかなか周りの人は理解しない」という【環境因子】
〈てんかんの病態の理解しづらさ〉があるという。「病
気に対する理解が未だにない」人から，「なまけてる
とか，まだまだできるとか。そういうことを言われる
ときもある」とB氏は語る。てんかんを会社に対して
オープンにして働いていても，もどかしい思いを抱い
ている。

阻害要因②　能力が活かせない
　B氏は様々な配慮を受けながら就労継続を果たして
いるが，自己の能力に関して「能力が低い」と認識し
ており，【個人因子】〈記憶等の困難〉のために「仕事
はしてるけど，やっぱり人よりレベルは低い」という
【個人因子】〈劣等感〉を抱いている。これには【環境
因子】〈てんかんの病態の理解のしづらさ〉が影響し
ており，雇用側による【環境因子】〈障害特性に応じ
た仕事内容の提供困難〉がある。
　B氏自身の能力に関する認識と【環境因子】〈障害
特性に応じた仕事内容の提供困難〉が相まって，B氏
は「自分の能力を活かせない」と感じ，常に劣等感が
解消されない状態が生まれている。

阻害要因③　周囲の視線・本音が気になる
　B氏は様々な配慮を受けながら働いている自分の働

き方について，「内心全員が何も思っていないかはわ
からない」「それ（配慮を受けているのを）見て何も
思わない人はいないかな」と周囲が内心どのように
思っているか不安に思っている。てんかんをオープン
にして，積極的に開示・説明を行っても①の〈てんか
んに対する無理解・誤解〉が解消されないことから時
に対人関係に不安を感じている。

　このようにB氏は，非常に強い発作の不安を感じ，
自分のてんかんについて積極的な開示・説明をしてい
るが，実際にはてんかんの病態の理解をしてもらうこ
との難しさを感じている。
　B氏の場合，てんかんの病態の理解のしづらさゆえ
に，雇用側がB氏の困難を正確に把握することの難し
さから〈能力を活かせない〉と感じることにつながっ
ていることが明らかになった。

〈視点 2：B氏の職業生活を維持する促進要因〉
　B氏の職業生活を維持する促進要因として，3つの
個人因子と 2つの環境因子の相互作用として①障害に
応じた仕事内容の変更，②周囲の理解，③良好な対人
関係，という 3点が抽出された。以下B氏の語りか
ら，各要因の詳細を明らかにしていく。

促進要因①　障害に応じた仕事内容の変更
　B氏はてんかんの発症時，製薬会社に勤務しており，
「硝酸，硫酸が手の届く範囲」にあったので，発作が
起き，「倒れた」ら危険だと感じていた。しかし，「部
長に好かれて」いたので「実験はやめようっていう風
な相互了解」が行われ，「俺も納得したし，部長も承
知した」上で「実験」から「調査とか，実験プランの
作成とか」に「仕事ががらりと変わった」と語る。B

氏の親しみやすい【個人因子】〈性格〉と【環境因子】
〈上司の受容的態度〉があり，「相互理解」の上で〈障
害に応じた仕事内容の変更〉が為された。

促進要因②　周囲の理解
　B氏は【個人因子】〈本人のてんかんの受容〉から
「自分でこうしてほしいって伝えることが大事」とい
う考えをもっており，周囲に「（VNS：迷走神経刺激
療法の器機の使い方を）教えた」り，てんかん協会の
発作対応のDVDを社内に回覧してもらったり，積極
的に【個人因子】〈配慮を求める意思表示と自己開示〉
を行っている。その結果，「（理解は）一応ね（得られ
ている），（何か）いわれたことはない」と〈周囲の理
解〉があることを述べた。また，その理解が得られて
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いるのは，【個人因子】〈配慮を求める意思表示と自己
開示〉だけでなく，「父親の会社」であるという【環
境因子】〈父親の社会的地位〉の影響もある。
　結果として，職場の方々はVNSの使い方を習得し
「あやしい（発作が出そうになる）と，まわりがVNS

を勝手に使ってくれる（未然に大発作を防ぐ）」まで
に至っている。この対応によってB氏は職場で安心し
て働くことができている。
　また，「有給以外にも通院とかでも休みが取れる」
という通院のための休暇や，「大体 5時が定時だけど」
「会社は 8時半から 4時で（あがらせてもらっている）」
という勤務時間の短縮や，「午前と午後に20分ずつ，
休憩を取らしてもらってる」という休憩の配慮をする
こと，さらに「最近部下みたいなのができて，やりや
すさがあがった」「助手みたいな。正式には決まって
ないけど。」という部下の配置でB氏の身体的，精神
的負担の軽減になっている。また，「椅子はそのまま
寝れるよう」な椅子になっているという物的配慮は，
発作時への対応と休憩への配慮を兼ねている。また，
周囲と同等の給与をもらうことが就労意欲につながっ
ている。以上のように，B氏自身が周囲にB氏のてん
かんのことを知ってもらおうと行動をおこし，周囲の
理解を得て様々な配慮を受けていることがわかる。

促進要因③　良好な対人関係
　B氏は対人関係について，「まわりはかんじいい」
「俺の周り，席にもよるけど，結構おばさん方が多い
のね。だから優しくしてくれる。障害者として接され
てる感じはしない。」と語る。B氏が適切に【個人因
子】〈配慮を求める意思表示と自己開示〉を行った結
果，本人の【個人因子】〈性格〉と相まって，さらに
保護的関係が生まれたものと推察する。
　また，B氏は上司の自分への接し方について，「（良
い上司は）自分の将来を意識させるような接し方，ビ
ジョンがちょっと見えるような（接し方をする）」「自
分自身が障害者っていうことで甘えちゃうこともある
んだよね。でもそういうのってあんま良くないと思う
んだよね。甘くなりそうなときは，叱ってくれるとい
うか。」と述べる。障害者扱いせずに真剣に向きあう
という【環境因子】〈上司の受容的態度〉がB氏の就
労継続に大きな役割を果たしている。

　このようにB氏の就労継続には，本人の親しみやす
い性格，本人のてんかんの受容，および配慮を求める
意思表示と自己開示という 3つの個人因子が，それぞ
れの促進要因に影響を与えていることがわかる。

　B氏はてんかんの発作の抑制が十分ではなく，「（障
害・てんかんを）隠したいとか（そのような気持ちは
あまりない）」というある程度の受容があるため，配
慮を求める意思表示と自己開示ができている。その結
果，〈周囲の理解〉が得られ，勤務時間，休憩，部下
の配置など様々な配慮が得られている。
　B氏は自身について「健康な人と障害のある人だっ
たら，障害者の側に偏ってる」としながら，「障害者
として接されてる感じはしない」「（障害者だから甘え
たりするのは）そういうのってあんま良くない」と
語っており，B氏の中にある劣等感や，一人の人間と
して尊重されたいという気持ちが垣間見える。このよ
うな複雑なB氏の気持ちに対し，上司や職場の方の適
度な受容的態度が就労継続の一要素となっている。

４．１．３　事例分析③
C氏（女性・40代後半・てんかん発症は10代後半）

〈視点1：C氏の願いと阻害要因〉
　C氏の語りから『フルタイムで働きたい』と願って
いることが明らかになった。そしてこのC氏の願いを
阻む要因として，5つの個人因子と 3つの環境因子の
相互作用として①カミングアウトの不安，②病名隠匿
の手立て，③病名隠匿の限界による失職，④ 障害者雇
用か一般就労かのゆらぎや考えの固執，という 4点が
抽出された。以下C氏の語りから，各要因の詳細を明
らかにしていく。
　　
阻害要因①　カミングアウトの不安
　C氏はインタビュー当時，複雑部分発作という【個
人因子】〈発作〉を隠しながら，放課後子どもクラブ
のアルバイトを病名未告知で7年間継続しているが，
病名未告知で働いていることに関して，「（不安は）あ
ります」と答え，「まぁばれたらどうするかってこと
はいつも考えてるんです」と胸の内を明かした。
　C氏は「てんかんの種類があまりにもいろいろあり
すぎて（理解を求めるのは難しい）」という【環境因
子】〈てんかんの病態の理解しづらさ〉を感じている。
また「同じ発作って括りの中でも，ぜんそくの発作っ
てなんであんなに言えるんだろう」とてんかんに対す
る【環境因子】〈差別・偏見〉があると感じており，
〈カミングアウトの不安〉を強くさせている。さらに，
カミングアウトをするか否かには，「自分からは言え
なかった」という発言などに見受けられるC氏の主張
できない【個人因子】〈性格〉が強く影響している。
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阻害要因②　病名隠匿の手立て
　C氏は〈カミングアウトの不安〉から，自分なりの
方法を駆使しててんかんを隠す。例えば，現在の放課
後子どもクラブのアルバイトでは「（部分発作が起き
たときには）とりあえず，逃げて受付に座って，受付
をするふりをして，逃げる」と述べる。また，C氏は
過去に就職していた会社の仕事内容についても言及し
ている。「私の仕事が，その会社に入って事務職って
いう形で入ったんですけど仕事の内容が図面を書く仕
事だったんですね。だから電話を取るわけでもなくほ
ぼほぼ1日図面の方に向かって，（…中略…）1日机に
向かってる仕事だったので，まあまあ発作起こして
も，そんなに気付かれることもなく」と述べるよう
に，発作が起きているときに人目から離れることで病
名隠匿を行ってきたことがわかる。

阻害要因③　病名隠匿の限界による失職
　C氏は〈病名隠匿の手立て〉を駆使して，放課後子
どもクラブのアルバイトの他にもいくつかアルバイト
をしてきた。しかし，病名未告知で働く中で病名隠匿
の限界をいく度も経験してきた。
　C氏は「（〈病名隠匿の手立て〉が）周囲から不審に
思われている」のではないかと，【個人因子】〈周囲の
視線・本音が気になる〉のである。そして，【個人因
子】〈発作〉の特徴から起因する【環境因子】〈てんか
んの病態の理解しづらさ〉から「そういうの（部分発
作を）見て『何やってんの』，そういうことをよく言
われてたんで。『ぼーっとしてる』とか。」と実際に言
われた経験があるという。このような状況に対し，
「言えないからやめるしかない」という本人の主張で
きない【個人因子】〈性格〉が影響し，〈病名隠匿の限
界による失職〉を繰り返してきた。
　また，「主人に相談して，ここまで我慢したけど，
もう無理って言って辞める」と述べるように，夫しか
相談相手がいないという【環境因子】〈相談相手・理
解者の不足〉がうかがえる。

阻害要因④　 障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考え
の固執　

　C氏は，「他の障害がついてないような，発作のみ，
のような状態だと，発作さえなければ普通の状態で働
けるっていうような感じだと，じゃあ障害者枠で働け
るのか，普通の方（一般就労）で働けるのか。」とい
う〈障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考えの固執〉
を語っている。
　C氏は「見た目は，発作以外は，それ以外は何もな

い」ので「できれば一般枠で働きたい」という希望を
持っているが，「何かあった時に完璧に働けるかとい
うと，確かに発作が続くと，ちょっと難しくなってき
たりする」と【個人因子】〈発作の不安〉を持ってい
る。
　また，てんかんに対する【環境因子】〈差別・偏見〉
を強く感じているC氏は，てんかんを理由に精神障害
者として支援・サービスを受けることにためらいがあ
る。交通機関の割引などのサービスを「恥を忍んで」
利用しているという語りからもわかるように，【個人
因子】〈障害の烙印・スティグマ〉を感じていること
も，〈障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考えの固執〉
につながっている。

　このようにC氏はてんかんの病態の理解しづらさと
差別・偏見の存在を的確に認識した上で，主張できな
い性格のために〈カミングアウトの不安〉を抱えてい
る。そして，部分発作が起きたときには「逃げ」た
り，発作が起きてしまっても，仕事が対人でなければ
何とかやり過ごし病名隠匿を続けてきた。しかし〈病
名隠匿の限界による失職〉をするパターンが多く，て
んかんを隠すことがC氏の心理的負担になっているこ
とは語りから明らかである。
　またC氏は障害者雇用と一般就労のはざまにおかれ
ていたのが特徴的である。その理由は，発作は十分に
抑制できていないが，一方で発作がある以外は「普
通」なので精神障害者として支援・サービスを利用す
ることにためらいがあるためである。
　さらにC氏は精神症状，記憶等の困難などいくつか
の複雑な個人因子を抱えており，これらは障害者雇用
と一般就労のはざまにあるC氏がフルタイムで働くと
いう願いを実現することを難しくさせている。

〈視点 2：C氏の職業生活を維持する促進要因〉
　C氏の語りから職業生活を維持する促進要因とし
て，1つの個人因子と 2つの環境因子の相互作用とし
て①良好な対人関係，が抽出された。以下C氏の語り
から，各要因の詳細を明らかにしていく。

促進要因①　良好な対人関係
　C氏は〈カミングアウトの不安〉から職場では〈病
名隠匿の手立て〉を駆使して，就労維持をする。した
がって，C氏にとって重要な労働条件は「やっぱり人
間関係」に尽きると語る。
　短大を卒業後，就職した会社では「発作を当然のよ
うに起こし」「職場の課のところではまわり全員ひい
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て」いたが，「その課の係長くらいだった」上司（現
在の夫）が「理解を示してくれ」，「『発作が来た』っ
てことを報告できて」「『ちょっと休んでおいで』って
言ってもらえた」ので，「仕事を続けることができた」
と語り，【環境因子】〈上司の受容的態度〉と【環境因
子】〈休憩・欠勤を受容してくれる環境〉があったこ
とがわかる。
　また，現在の放課後子どもクラブのアルバイトに関
しても，本人のまじめな【個人因子】〈性格〉から
「あんまり休まないようにはしてるけど」としつつも，
「究極休める。わりと休めそう」という【環境因子】
〈休憩・欠勤を受容してくれる環境〉があるため，C

氏は精神的に過度な負担を感じずに就労を続けること
ができている。

　このようにC氏は，本人のまじめな勤務態度や，本
人の友好的な性格ゆえ，良好な対人関係を築くことが
可能である。そのC氏の性格と相まって，上司が「理
解を示し」たことや「休憩」を与えてくれたことがC

氏の就労継続には大きな役割を果たす。また現在のア
ルバイトでは発作が起きると「逃げ」て誤魔化すとい
うある意味の「休憩」を得たり，休憩・欠勤を受容し
てくれる環境があることがC氏の就労継続を可能にし
ている。

４．１．４　事例分析④　D氏
（男性・20代後半・てんかん発症は10代前半）

〈視点 1：D氏の願いと阻害要因〉
　D氏の語りから「てんかんがあっても（障害者・健
常者という枠にとらわれず）自分らしく働きたい」と
願っていることが明らかになった。そしてこのD氏の
願いを阻む要因として，5つの個人因子と 6つの環境
因子の相互作用として①病名隠匿の発覚，②間接的な
職業選択の制限，③障害者雇用か一般就労かのゆらぎ
や考えの固執，という 3点が抽出された。以下D氏の
語りから，各要因の詳細を明らかにしていく。
　　
阻害要因①　病名隠匿の発覚
　D氏は，「就職氷河期やったんで，とりあえず就職
できればいい」という【環境因子】〈病名隠匿せざる
を得ない時代背景・事件〉の中で，「お医者さんから，
もう（てんかんを）隠せ隠せ（と言われた）」という
【環境因子】〈医師の就業指導〉のもと，病名隠匿をし
て新卒入社した。
ところが，D氏は 3年勤めていた会社で「病気が酷く

なってばれた」という【個人因子】〈発作〉によって，
〈病名隠匿の発覚〉の経験がある。この出来事がその
後のD氏の職業生活やてんかんに対する考え方に大き
く結びついている。

阻害要因②　間接的な職業選択の制限
　〈病名隠匿の発覚〉後，「総合職」から「一般職」に
という【環境因子】〈雇用契約の変更〉が行われた。
これには，D氏が所属していた職場が「営業でバンバ
ン（車の運転をしていた）」という【環境因子】〈運転
の必要性〉があったことも大きい。D氏自身は〈病名
隠匿の発覚〉当時を振り返り，「これ（自分の自動車
運転）は危ない」という【個人因子】〈運転不可能〉
な状態があったことを認めた。【環境因子】〈雇用契約
の変更〉の結果，「給料がたっと落ちてしまった」と
不満を感じており，「最終的にやめる原因」につな
がった。
　D氏は失職した後，「マーケティング」の会社に再
就職したが11 ヶ月で離職し，「バイト」を短期間して
いた。インタビュー当時は求職活動中である。マーケ
ティング会社の離職理由は「もともとなんかブラック
なとこがあった」と述べる。【個人因子】〈発作〉をお
こさないためにも「6時間寝たい」というてんかんの
ある人にとって重要な条件が【環境因子】〈勤務形態〉
と相容れなかったものと推察する。
　またD氏にとって自動車運転の問題は深刻であり，
【個人因子】〈運転不可能〉は職業選択の幅を非常にせ
ばめていることが推察される。なぜなら第一に，求職
活動時点で「（募集条件に）要普免とか（と記載の場
合は），避けざるを得ない」と【環境因子】〈運転の必
要性〉のある募集を避けおり，職業選択が制限されて
いることは明らかである。第二に，「（交通機関が発達
していない）地方は完璧にいけないかなぁ」と述べて
おり，地方への移住や転勤が難しいため，この点にお
いても〈間接的な職業選択の制限〉となっている。

阻害要因③　 障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考え
の固執

　D氏は，インタビュー当時の【個人因子】〈発作〉
について，「（大発作は）おさまって」おり，「かるー
いやつ（部分発作）」があると述べた。しかし，これ
までの就労経験より「突発的な防げない時」があると
いう【個人因子】〈発作〉を「隠せない」のでD氏は
「（てんかんを）オープンにしたい」という【個人因
子】〈カミングアウト願望〉を抱いている。
　また，「（精神保健福祉手帳は）本当に必要な人だけ
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とればいい」「手帳を利用してるような感じになる」
と述べているように，てんかんの状態が軽度である自
分は手帳の取得とサービスの利用は必要ではないと考
えており，【個人因子】〈精神保健福祉手帳の取得に対
する抵抗〉がある。
失職や不安定就労の中で，D氏は「人がわかってない
から，なんかこう…仕事に就きづらいとか，ちょっと
そういうのは，もっと人が（てんかんを）わかるよう
な仕組みを誰かがつくればいい。」という【個人因子】
〈てんかんと就労に対する自分なりの考え〉を持つよ
うになっている。「東京に来た理由が，てんかんのそ
の前職の問題みたいなのを僕も感じてたんで，なんと
かしたかったんですよ。それを何とか仕事でできない
かなと思い始めてた」と語り，自分の仕事の仕方でて
んかんの雇用の問題に一石を投じようとしている姿勢
が見える。しかし，今日においても【環境因子】〈差
別・偏見〉が完全になくなったとは言い切れず，D氏
が望むような障害者雇用ではなく，てんかんを最初か
らオープンにして働くということが難しく，本人の気
付かないうちに働きにくさが生じていることが考えら
れる。

　このようにD氏は病名隠匿をして就職をしたが，病
状の悪化をきっかけとして失職し，その後不安定就労
を続けている。D氏にとって，自動車の運転ができな
いことは職業生活の上で大きな困難の一つになってい
る。
　また，D氏が再就職に至らない原因には，精神保健
福祉手帳の取得に対する抵抗とカミングアウト願望が
あるというD氏の生き方そのものが強く影響してい
る。D氏はてんかんが比較的軽度であり，精神保健福
祉手帳は必要ではないと考えているが，現実には精神
保健福祉手帳を持たずにてんかんをはじめからオープ
ンにして働くことが難しくなっている。

４．１．５　事例分析⑤　E氏
（女性・20代前半・てんかん発症は5歳ごろ）

〈視点 1：E氏の願いと阻害要因〉
　E氏の語りから「ものをつくりたい」と願っている
ことが明らかになった。そしてこのE氏の願いを阻む
要因として10の個人因子と 8つの環境因子の相互作
用として①仕事の内容と本人の適性の不一致，②発作
をきっかけとした解雇，③障害者雇用か一般就労かの
ゆらぎや考えの固執，④働きたい気持ちを抑制する背
景・経験・事情，という 4点が抽出された。以下E氏

の語りから，各要因の詳細を明らかにしていく。

阻害要因①　仕事の内容と本人の適性の不一致
　E氏は建築設計に関する専門学校を卒業した後，
TV局の大道具のセットの仕事に就く。しかし，【環
境因子】〈技術を要する仕事内容〉であったため，「結
構難しい職場でついていけてなかった」ことを振り
返った。
　〈仕事内容と本人の適性の不一致〉が生じた理由に
ついてE氏は，「専門学校でもっと力仕事できるもん
だと思ってた」が，「設計図とか，PCとかの授業ばっ
かりだった」と学科選択を失敗した結果による【個人
因子】〈学歴・キャリアの低さ〉について述べている。
その結果，就職先で「自分は本当に役立たずだった。
掃除やらされてる方が多かった」という状況が生じて
いたという当時を振り返った。

阻害要因②　発作をきっかけとした解雇
　E氏は倒れることはないが「記憶はなくなる」とい
う【個人因子】〈発作〉が頻回にあるにもかかわらず，
病名未告知で就職をした。採用時の面接が，「（しっか
りとした）面接じゃなくて。『なんでみんなスーツで
来たの，私服で良かったのに。』って騒ぐような」【環
境因子】〈面接の雰囲気〉であったため，E氏はてん
かんのことを話すタイミングを失い，雇用側もE氏に
ついて十分に知らずに採用することになった。
　E氏の【個人因子】〈発作〉は，【環境因子】〈てん
かんの病態の理解しづらさ〉があるため，周囲に気付
いてもらうことや，理解してもらうことはなかった。
その結果，〈仕事内容と本人の適性の不一致〉と，「普
段のうち（自分）のできの悪さと，体調の悪さ」を
「きつく見て」いたという【環境因子】〈上司の拒否的
態度〉の存在が相まって，E氏の解雇につながってい
る。最終的に「2回目（の発作）」が「（入社して）20
日目くらい」に起きて，「また（別室に）連れてかれ
て『お前は（この仕事は）合わない，やめろ』と言わ
れ」，即日解雇となった。
　またE氏は「年齢がちょっと近いくらいの女性の方
がいて，（てんかんのことを）話しといたんですよ。
だけどやっぱりあんまり仲良くなれず（終わった）」
という【環境因子】〈相談相手・理解者の不足〉が
あったことを述べており，上司はもちろんのこと，職
場内で誰にも相談できなかったという状況があったこ
とを述べ，悩みを相談できる場がなかったことがうか
がえる。
　さらに，「3日後の仕事なんてわからない」「寝るの
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が夜中 3時（中略）でも起きるのは 7時」という【環
境因子】〈勤務形態〉はE氏の健康状態に影響を及ぼ
し，【個人因子】〈発作〉を悪化させていた可能性は十
分に予想される。

阻害要因③　 障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考え
の固執

　E氏のかかっていた病院の医師は「主治医が手帳を
すすめてくれなかった」という消極的な【環境因子】
〈医師の就業指導〉があったという。「就職が失敗し
た」後，人に勧められ障害者雇用を検討するために，
担当医師を変え，インタビュー当時は手帳申請を行っ
ていた。しかし，手帳を申請しながらもE氏は「障害
者としての枠と健常者としての枠とどっちで（仕事
を）探せばいいのかな」と語る。E氏のゆらぎの原因
はE氏自身のてんかんの受容と障害者雇用の認識にあ
る。
　E氏は〈発作をきっかけとした解雇〉を経験したが，
筆者から次の仕事を選ぶ際の勤務時間などの希望はあ
るかと質問された際に，「その仕事（前職）がもうボ
ロボロだったから」「特にない」と自暴自棄気味に述
べた。前職の状況から自分の病状を再認識し，体調管
理などを踏まえ，どのように職業選択をすべきかを考
えることにおいて【個人因子】〈本人のてんかんの受
容不足〉がうかがえる。
　また，E氏は障害者雇用について，「障害者の枠で
考えるとどれもPC（入力作業）とかになっちゃいそ
う」と認識しており，一方で「わたしはものがつくり
たい。」と自己実現の方向性を示し，「全然，自分は
もっとできるから。やりたいことが本当にできないん
だよ」と【個人因子】〈障害者雇用では自己実現不可
能〉と感じている。

阻害要因④　 働きたい気持ちを抑制する背景・経験・
事情

　E氏は「働かせてくれ」という就労意欲は見せるも
のの，半年間無職状態が続いている。E氏には〈障害
者雇用か一般就労かのゆらぎ〉以外にも〈働きたい気
持ちを抑制する背景・経験・事情〉がある。
　第一に，E氏自身の自立に関することである。E氏
は「（自動車運転免許の取得に関して，取った場合に
は）自分で（できることがあるなら）なんかやれって
言われちゃってめんどくさい」「（学生時代は）金はい
くらでも（親からもらえる）っていうイメージがあっ
たから働く気はなかった」という【個人因子】〈自立
心の欠如〉がある。また，「家が田舎すぎて働く場所

がなかった」という【環境因子】〈就労経験の不足〉
が，てんかんと向き合う機会を与えなかったといえ
る。
　第二に，抑制しきれない発作である。インタビュー
当時も週に 1・2回の頻繁な【個人因子】〈発作〉が
あり，発作に伴い「（駅のホームで）黄色い線より前
に突っ込んでって危なくて電車が動けなくなっちゃっ
た」という【個人因子】〈発作による受傷・恐怖・失
敗経験〉が頻繁にあり，「前兆があると」「またなんか
しでかすんじゃないか」という【個人因子】〈発作の
不安〉に常に駆られ，「周りからへんな，恥ずかしい
目でみられる」という【個人因子】〈周囲の視線・本
音が気になる〉という気持ちを抱いている。また，こ
の発作に起因する不安や，体験から「いまさら治って
なにができんのってかんじ」と就労に対してもマイナ
スな発言が見受けられることから【個人因子】〈就労
に対する不安〉がうかがえる。
　第三に，社交性に関することである。インタビュー
当時「駅で（発作が）起きちゃったから外に出るの怖
い」という【個人因子】〈発作による受傷・恐怖・失
敗経験〉に，「もともとそんな友達いなかった」とい
う【個人因子】〈社交性の欠如〉が相まって「人目が
気になって，なんか出れなくなった」「出ていくとこ
ろがない」，と社会的孤立状態に陥り，E氏はますま
す就労の場から遠ざかっている状況にある。

　このように，E氏はてんかんだけでなくキャリア形
成という観点において様々な課題が見られる。キャリ
ア選択を誤った結果として〈仕事内容と本人の適性の
不一致〉に至ったことから，学齢期においてE氏のて
んかんを理解し，適切にキャリア支援をする理解者が
不足していたと考える。
　そして就職が失敗した後，障害者雇用にむけて取り
組もうとしているものの，十分なてんかんの受容にま
で至っておらず，E氏の中で前職や大道具に対する思
いが消化しきれないままになってしまっており，障害
者雇用か一般就労かでゆらいでいることがわかる。
　また，E氏は幼少期からのてんかんであるため，そ
の影響はE氏の心身の発達に少なからず影響を及ぼし
ており，自立心の欠如，社交性の欠如という別の困難
さを形成している。発作や発作に起因する不安や体験
が積み重なって現在のE氏の状態ができあがっている
ことがわかる。
　
４．１．６　事例分析⑥　F氏
（男性・50代前半・てんかん発症は10代後半）
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〈視点 1：F氏の願いと阻害要因〉
　F氏の語りから『経済的に安心して生活したい』と
願っていることが明らかになった。そしてこのF氏の
願いを阻む要因として，3つの個人因子と 7つの環境
因子の相互作用として①危険と判断し辞職②，病名隠
匿の発覚，③障害者雇用の不安定性，という 3点が抽
出された。以下F氏の語りから，各要因の詳細を明ら
かにしていく。
　　
阻害要因①　危険と判断し辞職
　F氏はてんかん発症時は昼間工場で働き，夜間に通
信課程の大学に通っていたが，工場は「作業現場」で
「発作が起きたら」「危ない」という【環境因子】〈仕
事内容が危険〉であったため，辞職した。大学は「化
学（理系）だから薬品使う」という【環境因子】〈学
問対象が危険〉であったために「危ないからやめて」
中退した。発症してあまり時間が経っていなかった当
時，「大発作がおこると怖い」という【個人因子】〈発
作の不安〉が非常に強くはたらき，〈危険と判断し辞
職〉するに至ったものと推察される。

阻害要因②　病名隠匿の発覚
　F氏は，てんかんは【環境因子】〈差別・偏見〉に
加え，「てんかんっていう名前はみんな知っているが」
「ただ症状自体を知らない」という【環境因子】〈てん
かんの病態の理解しづらさ〉があると述べる。このた
め，F氏は「専門学校（を）卒業して一般（病名未告
知）」で就職した。
　しかし，「会社の中でも発作起きちゃって」と述べ
るように【個人因子】〈発作〉が雇用主に知られて
〈病名隠匿の発覚〉となった。その結果，「てんかん
だっていうのがわかったらとにかく，毎日社長室に呼
ばれて」「やめろやめろって毎日言われ」たという
【環境因子】〈上司の拒否的態度〉があったと語る。結
果，F氏は関連会社に移ったが，この経験について
「一番最初の会社は苦しかった」と感じている。

 

阻害要因③　障害者雇用の不安定性
　インタビュー当時，障害者雇用を利用し 8年間勤続
を果たしており，「今の会社はすごくいい」と会社に
満足している一方で，「ハローワークに登録していい
のがあったら変わろっかなって。でもなかなかない。
インターネットで毎日見てる。」と【個人因子】〈より
良い労働条件での就労を希望〉していることがわか
る。F氏が現在の労働環境に一定の満足感を得ている
にも関わらず，他の就職先を探す理由は，障害者雇用

は「大体ほとんどが半年契約か 1年契約」という【環
境因子】〈短い雇用契約〉であること，さらに「だい
たい半年契約」なので「ボーナスも出ない」という
【環境因子】〈低賃金〉のためである。

　このように，F氏は重要な進路を決定する時期にお
いててんかんを発症し，発作の危険性から大学と職場
を辞める決断をした。その後，1度は病名隠匿をして
就職をするが上司の拒否的態度の存在があり，配置転
換を余儀なくされるという苦い経験をした。その後，
不況のあおりで解雇となり，次の就職先を探す際は病
名隠匿をするのではなく障害者雇用制度を利用して就
職した。F氏は病名隠匿の不安や差別・偏見からは解
放されたが，今度は低賃金や契約が短いという〈障害
者雇用制度の不安定性〉という新たな問題に直面して
いる。

〈視点2：F氏の願いと促進要因〉
　F氏の語りから職業生活を維持する促進する要因と
して 2つの個人因子と 2つの環境因子の相互作用とし
て①てんかんをオープンにしている働きやすさ，②周
囲の理解，という 2点が抽出された。以下F氏の語り
から，各要因の詳細を明らかにしていく。

促進要因①　てんかんをオープンにしている働きやすさ
　F氏は不況のあおりで失職したのち，障害者雇用制
度を利用し，「障害者就労支援センター」にて「仕事
の能力」を「2週間ほど」見てもらい，現在の「会社
に紹介してもらった」という【環境因子】〈障害者雇
用制度の利用〉の経緯がある。
　〈病名隠匿の発覚〉という苦い経験も経て，現在で
は「病気はもう。全然受け入れられている」という
【個人因子】〈本人のてんかんの受容〉があり，【環境
因子】〈障害者雇用制度の利用〉に至った。その結果，
現在の働き方について「（てんかんがオープンなのは）
働きやすい」と述べる。
　
促進要因②　周囲の理解
　【個人因子】〈本人のてんかんの受容〉と【環境因
子】〈障害者雇用制度の利用〉の結果，F氏は周囲の
理解を得ながら働いている。
　たとえば，「同じ総務課」の人はF氏のてんかんの
症状や頻度について理解しており，「向こう（職場の
人）からおかしいんじゃない，と言ってくる」場合も
あると語る。また「（薬の副作用で）眠くなってきて，
仕事中に。そういう時はすぐに休憩室に行って10分
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くらい寝させてもらう」ことや，「（どうしても耐えれ
ない時は）自分から言って」「有給休暇」を「半日ず
つとって」「早く帰ったりもします」と休憩や有給休
暇を活用していることを述べている。

このようにF氏は〈危険と判断し辞職〉したことや，
〈病名隠匿の発覚〉の経験からてんかんを受容をした
上で，自己の能力を活かすために障害者雇用制度の利
用をした。
　F氏は，てんかんをオープンにして働くことで，副
作用の眠気が出たときは休憩をする，体調が悪くなっ
た時には有給休暇を半日活用する等によって，てんか
んとうまく付き合いながら 8年間の勤続を果たしてい
る。つまり，F氏はてんかんをオープンにして働くこ
とで，〈周囲の理解〉を獲得していると言える。
　　
４．２　調査結果のまとめ
　4 . 1 事例分析で得られた結果から各視点について
共通要因をまとめ，てんかんにある人に対して広く雇
用側に求められる配慮を考察していく。

４．２．１　視点1に関する共通要因
①病名隠匿の発覚
　てんかんのある人が病名隠匿をして職に就き，雇用
主にてんかんを知られた場合に失職または上司から拒
否的態度を受け，さらに不安定就労の悪循環へとつな
がっていくという問題が語られた。ここでは，様々な
環境因子が影響した結果，てんかんのある人が病名を
隠匿し，発覚という形を伴い職業生活が阻害されてい
ることが明らかになった
　てんかんのある人がどのような形で就職をするかに
は，D氏・E氏の語りからも明らかなように医師の就
業指導が関わっていた。D氏の語りからは，就職氷河
期という病名隠匿せざるを得ない時代背景があり，医
師が病名隠匿を勧めたことが語られた。またてんかん
のある人による度重なる重大な交通死亡事故（2011
年栃木，2012年京都など）も社会の差別・偏見を強
めるため医師が病名隠匿を勧める方向になるとされ
る。また，F氏が語るように，差別・偏見とてんかん
の病態の理解のしづらさがあるため，就職活動時には
不利にならないよう病名隠匿をせざるを得ないとされ
る。
　そして病名隠匿をして就労した結果，てんかんその
ものの病態が理解しづらいこと及び雇用主や上司のて
んかんに対する差別・偏見があることによって，てん
かん発作を起こした場合に，対象者が否定的な態度や

対応をとられたという経験があることが明らかになっ
た。

②間接的な職業選択の制限
本研究からは，自動車運転の可否や運転免許証の有
無，勤務形態などが間接的な職業選択の制限になって
いることが明らかになった。
　職業選択の制限に関して，これには直接的な法制度
上の職業選択の制限と間接的な職業選択の制限があ
る。前者は，障害者に係る欠格条項として「絶対的欠
格条項」「相対的欠格条項」がある。1999年に欠格条
項の見直しがなされ，ほとんどの資格・免許の取得が
相対的欠格条項となった。したがって「てんかんとい
うだけで就けない職はほとんどない」（中里2015）3）こ
とになったが，いまだ「制度的な壁」（下川2017）15）

は解消されたとはいえないとされる。一方で，本研究
ではとりわけ後者についての語りが得られ，欠格条項
ではないが，睡眠時間が確保できないという勤務形態
のために長続きしないことや，免許証の有無や自動車
運転をする可能性があることによって，就労をあきら
めてしまっていたことが特徴であった。

③障害者雇用か一般就労かのゆらぎや考えの固執
　障害者雇用と一般就労のはざまに関しては，4名の
対象者それぞれから複雑な個人因子および環境因子が
語られた。
　A氏はてんかんによる失職や，就労が不安定になっ
た経験の中で，「（てんかんのある人＝）戦力にならな
い」というてんかんに対するマイナスな考えを持つよ
うになっている。また社会には差別・偏見があると認
識し，精神保健福祉手帳の取得およびその支援・サー
ビスの利用に積極的になれずにいる。これらのA氏の
てんかんに対する考え方や障害観は職業生活を阻害す
る因子となっている。
　C氏はてんかん発作のコントロールが十分ではな
く，発作がいつ起きるかという不安を抱えている。一
方でてんかんに対する差別・偏見を感じ，障害者とし
て支援・サービスを受けることにためらいを感じてい
るため，障害者雇用も利用できず完全にフルタイムで
働くこともできずにいる。
　D氏はてんかんの状態が軽度であるので精神保健福
祉手帳を取得せずに，てんかんをオープンにして働く
というスタイルを貫き通そうとしている。しかし差
別・偏見が解消したとはいえない今日，一般就労の能
力があるてんかんのある人が就職活動時からてんかん
をオープンにして働くことの難しさが浮かびあった。
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E氏は，人の勧めで手帳を申請し障害者雇用を検討し
ていたが，その申請状況に反して，本人のてんかんの
受容不足があり，また障害者雇用では自己実現不可能
だという認識があった。そのため一般就労がしたいと
いう気持ちを解消できず，障害者雇用と一般就労のは
ざまにあった。
　共通しているのは，精神障害者としてのレッテル張
りを恐れることや，自分自身は完全には障害者ではな
いという思いがあるため障害者雇用を利用することを
避けたいという気持ちがあるということである。

４．２．２　視点2に関する共通要因
①周囲の理解
　周囲の理解には，個人因子と環境因子の両方が重要
な役割を果たしているといえる。個人因子に関して
は，B氏及びF氏の語りから本人のてんかんの受容が
職業生活の促進に非常に大きな役割を果たしているこ
とが示唆された。また，てんかんのある人を受け止め
る環境因子として，B氏においては，父親の会社で
あったためにてんかんをオープンにした場合に配慮を
受けることができた。F氏の場合には障害者を受け入
れる環境がある程度そなわっていたということも否定
できない。
　さらに，B氏の場合にはB氏自身のてんかんについ
て理解してもらうために，DVDの回覧等をするなど
して，発作の対応や配慮を受けることができたといえ
る。F氏の場合にも障害者雇用を利用したためにF氏
の配慮事項などが周囲に伝えられたと考えられる。B

氏の場合には自ら配慮を求める意思表示と自己開示を
行ったことが，F氏の場合には就労支援による介入が
職業生活を促進させている。
　周囲の理解が得られた結果として受けた配慮の具体
的内容としては，勤務時間や通院のための休暇・勤務
時間中の休憩の配慮があることや，部下の配置や物的
配慮などの環境整備が行なわれたことであった。
　
②良好な対人関係
　良好な対人関係については，B氏およびC氏の語り
から読み取れる。
　対人関係は，本人の性格に因る部分が大きいが，上
司の受容的態度が共通して抽出されたことには注目し
ておきたい。B氏の場合，自己の能力に対して劣等感
を抱いているが，上司の受容的態度が就労継続に大き
な役割を果たしている。C氏の場合，職場でてんかん
発作を起こしたが上司が理解を示してくれたことに
よって就労継続をすることが可能となった。

５．考察

　本研究の結果から，主に環境因子の改善と強化に
よって得られる雇用側に求められる配慮が明らかに
なった。1つには間接的な職業選択の制限をできる限
り緩和することである。次に，身近な上司・同僚から
てんかんの理解教育を推進していくことである。そし
て，職場内に相談できる環境を整えることである。こ
れらの因子改善を行うことで，てんかんのある人の雇
用の安定・長期化につながる環境を整えていくことが
できると考えられる。
　間接的な職業選択の制限について，D氏が就職活動
時点で自動車運転が必要となりそうな職種を回避した
り，D氏・E氏の語りのように就職したは良いものの，
睡眠時間が確保できず長続きしないことがあった。て
んかんのある人は過去2年以内に自動車運転に支障の
ある発作がおきた人は道路交通法上，自動車を運転す
る資格がない （川崎2013 16）など）。また，睡眠不足，
疲労・ストレスは発作の誘因となるため，深夜労働，
不規則勤務はできるだけ避けたほうが良いとされてい
る（河野2006 1）など）。このような間接的な制限に対
し「てんかんのある人は，職場の選択に際して，でき
ないことにあまりにも考えをめぐらせすぎ」 （MOSES

企画委員会：2010）17）だとされる。したがって一般就
労，障害者雇用にかかわらず，雇用側は間接的な職業
選択の制限が緩和されるよう，採用情報掲載の段階で
自動車運転については対応が可能か否か，勤務時間な
どは調整可能であるか，などの情報を記載することな
どが求められるだろう。雇用側がてんかんのある人に
とっての見えないバリアを取り除き，話し合いや調整
の姿勢をみせることで，てんかんのある人が仕事に就
く機会を広げることができよう。また雇用側のメリッ
トとしても短期離職のリスクを減らすことにつなが
り，さらに，適切な人事配置を行うことが可能になる
ため，てんかんのある人による事故・社会的リスクを
減らすことにつながるだろう。
　次に，身近な同僚・上司へのてんかんの理解教育を
推進することに関して，てんかんの病態が理解しづら
いこと，雇用主や上司のてんかんに対する差別・偏見
が職業生活を阻害していた。一方で周囲の理解があっ
たことや上司の受容的態度が就労継続を促進している
ことを述べた。したがって，雇用側はてんかんの病態
の理解しづらさや恐れ・不安からくる差別・偏見の解
消に努める必要がある。 吉岡（2008）18）は 9 割近くの
雇用主が「てんかんの症状を全身けいれんして倒れ
る」と認識していたと報告しているが，実際には「知
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的障害や精神障害の合併がない場合，てんかん発作も
軽いことが多く，多くは発作が消失しているか，あっ
ても頻度が少なかったり，程度が軽かったりで，多く
の業務にほとんど支障がないと考えられ」「てんかん
発作だけの人は，普通に仕事」ができるとされている
（川崎2013）16）。今後，「積極的に医療福祉関係者が出
向いたりなどして，てんかんに関する知識をつける」
 （塩見2014）19）機会を雇用側が意図的に設けていき，
職場内のてんかんへの理解を促進することが望まれよ
う。
　最後に，職場内に相談できる環境を整えることが求
められる。B氏は縁故採用，F氏は障害者雇用という
環境因子が就労継続を促進させていたが，一方で病名
を隠匿し不安を抱えながら働いていたり，職場での働
き方に困っている場合に職業生活を促進するための環
境因子の充足が不十分なのではないかと考えられた。
また，C氏の「てんかんの種類があまりにありすぎて
理解を求めるのは難しい」「言えないからやめるしか
ない」という語りやE氏が面接の雰囲気がてんかんを
話せる雰囲気ではなかったという語りからもわかるよ
うに，てんかんをカミングアウトする場合には安心し
て話せる場と相手が必要なことがわかる。これについ
ては，改正障害者雇用促進法に基づく合理的配慮指針
の「相談体制の整備等」の中でも，相談に応じ，適切
に対応するために必要な体制の整備，採用後における
合理的配慮に関する相談があったときの適切な対応，
相談者のプライバシーを保護するために必要な措置，
相談したことを理由とする不当取り扱いの禁止が述べ
られている。早急にてんかんのことを安心して話せる
カウンセラー等の配置が求められるだろう。

６．まとめと今後の課題

　てんかんのある人は，しばしば病名隠匿の発覚を
きっかけに不安定就労に陥り，また障害者雇用か一般
就労かのゆらぎや考えの固執があることが明らかに
なった。これらのてんかんのある人の職業生活上の困
難を改善するために雇用側に求められる配慮として
は，間接的な職業選択の制限を緩和すること，身近な
同僚・上司へのてんかんの理解教育を推進すること，
そして，職場内に相談できる場所や相手をつくること
である。
　本研究ではてんかんのある人の語りから，雇用側に
求められる配慮について明らかにすることを試みた。
今回明らかになったてんかんのある人の職業生活の阻
害要因・促進要因は，てんかんのある人の雇用体制を

整備していくうえでの示唆となったが，対象者が限定
されていたため，多様な病態を示すてんかんのある人
の職業生活上の困難を把握し，雇用側に求められる配
慮を明らかにするには十分とは言えない。また本研究
では広く雇用側に求められる配慮について明らかにす
ることを試みたが，共通要因としては取り上げられな
かった個別性の高い課題にどのように取り組むのかも
今後の課題となってくる。また今後雇用側の要望や意
見を把握することで初めて，双方の視点からてんかん
のある人の雇用の安定・長期化に向けて必要なものが
見えてくるにちがいない。さらに，冒頭で述べたよう
に，今後は精神障害者として障害者雇用の利用が増え
ると予想されているが，本研究結果で明らかとなった
様々な因子を抱えて障害者雇用と一般就労のはざまに
おかれているてんかんのある人が支援から置き去りに
されかねない。そこにおかれる人たちにどのようにア
プローチをかけていくのかが検討されねばならない。
　また，職業生活には本人のてんかんの受容が重要で
あることが示唆された。てんかんの受容というのは，
容易にできるものではない。てんかんの発病が乳児
期・小児期に多いことを踏まえれば，職業生活に移行
するてんかんのある子どもたちに教育が果たす役割は
大きいと考えられる。「てんかんとともに生きること
を学び」，「言葉にならない状態を克服する」ことを学
齢期に支援することで，受容を促進し，将来的に自分
のことばでてんかんを「他の人に説明」（MOSES企画
委員会：2010）17）することを容易にする可能性がある。
さらに，「教育の早い段階からの職業教育が必要であ
ることが指摘されている 」（兼子2003）20）ように，て
んかんのある子どもたちのキャリア教育は当然必要に
なってくるであろう。直接的・間接的な職業選択の制
限など，職業生活上における様々な困難に対して，教
員はてんかんに対してどのような理解や姿勢が求めら
れるのか，子どもたちにどのような力をつけさせるこ
とが望ましいのかということも含め，てんかんのある
子どもと教育のあり方が見直される必要がある。
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てんかんのある人の雇用の安定・長期化に求められる
配慮に関する研究

―― 当事者の語りを手掛かりに ――

A Study of Reasonable Accommodation for Stable and Long-term Employment 
of People with Epilepsy:

Focused on Narative of Epilepsy Parties

前　田　千　英＊1・加　瀬　　　進＊2

Chie MAEDA and Susumu KASE

特別ニーズ教育分野

Abstract

 The purpose of this study is to clarify the reasonable accommodation for stable and long-term employment of people with 

epilepsy. To achieve that purpose, we conducted semi-structured interviews for 6 people with epilepsy. As a result, it became 

clear that some people with epilepsy often fall into unstable work for the reason of the discovery of disease name, and at the 

same time they have fluctuation whether to choose the employment system for people with disabilities or non-disabilities. 

Based on the results of our research, it is necessary for the employer to relax restrictions on indirect job selection, to promote 

understanding education of familiar people from the people with epilepsy, and to build consultation support system in the 

workplace.

Keywords: epilepsy, reasonable accommodation, epilepsy parties, employment
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要旨:　本研究の目的はてんかんのある人の雇用の安定・長期化に関して雇用側に求められる配慮について明
らかにすることである。そのため6名のてんかんのある人を対象に半構造化面接を行った。その結果, てんか
んのある人は, しばしば病名隠匿の発覚をきっかけに不安定就労に陥り, また障害者雇用か一般就労かのゆら
ぎや考えの固執があることが明らかになった。これらのてんかんのある人の職業生活上の困難を改善するため
に雇用側に求められる配慮としては, 間接的な職業選択の制限を緩和すること, 身近な同僚・上司へのてんか
んの理解教育を推進すること, そして, 職場内に相談できる場所や相手をつくることである。

キーワード: てんかん，配慮，当事者，雇用

－ 33 －




